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平
成
27
年
度 

う
る
ま
市
職
員
採
用
候
補
者
試
験
【
お
問
い
合
せ
】
総
務
部　

職
員
課　

人
事
厚
生
係

　

☎
９
７
４
ー
３
１
１
１

【
職
種
及
び
採
用
予
定
人
員
】

①
行
政
職
Ⅰ
（
上
級
・
中
級
・
初
級
）

②
行
政
職
Ⅱ
（
司
書
）

③
行
政
職
Ⅲ
（
臨
床
心
理
士
）

④
行
政
職
Ⅳ
（
精
神
保
健
福
祉
士
）

⑤
上
級
土
木
職

⑥
土
木
職

⑦
上
級
建
築
職

⑧
建
築
職

⑨
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
職

⑩
消
防
職
Ⅰ
（
初
級
）

⑪
消
防
職
Ⅱ
（
救
急
救
命
士
）

※
各
職
種
と
も
若
干
名

【
受
験
資
格
】
各
項
目
す
べ
て
に
該
当
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

① 

行
政
職
Ⅰ
（
上
級
・
中
級
・
初
級
）

・
昭
和
61
年
４
月
２
日
以
後
出
生
し
た
者

・

上
級
は
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
四
年
制
大
学
、
中

級
は
短
期
大
学
、
初
級
は
高
等
学
校
、
若
し
く
は

こ
れ
ら
と
同
等
の
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
又
は
平

成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者
及
び

同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

②
行
政
職
Ⅱ
（
司
書
）

・
昭
和
61
年
４
月
２
日
以
後
出
生
し
た
者

・

司
書
資
格
を
有
す
る
者
（
平
成
28
年
３
月
末
日
ま

で
に
取
得
見
込
み
の
者
を
含
む
）　

③
行
政
職
Ⅲ
（
臨
床
心
理
士
）

・
昭
和
51
年
４
月
２
日
以
後
出
生
し
た
者

・

平
成
27
年
７
月
27
日
現
在
、
財
団
法
人
日
本
臨

床
心
理
士
資
格
認
定
協
会
が
認
定
す
る
臨
床
心

理
士
の
資
格
を
有
す
る
者

・

３
年
以
上
、
心
理
士
又
は
臨
床
心
理
士
と
し
て
、

発
達
検
査
及
び
保
護
者
へ
の
発
達
相
談
の
実
務
経

験
が
あ
る
者

④
行
政
職
Ⅳ
（
精
神
保
健
福
祉
士
）

・
昭
和
51
年
４
月
２
日
以
後
出
生
し
た
者

・

平
成
27
年
７
月
27
日
現
在
、
精
神
保
健
福
祉
士

資
格
を
有
す
る
者

・

３
年
以
上
、
精
神
保
健
福
祉
士
と
し
て
、
相
談
支

援
実
務
経
験
が
あ
る
者

⑤
上
級
土
木
職

・
昭
和
55
年
４
月
２
日
以
後
出
生
し
た
者

・

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学（
短
期
大
学
を
除
く
）

を
卒
業
し
た
者
、
又
は
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で

に
卒
業
見
込
み
の
者
、
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

・

大
学
等
に
お
い
て
土
木
に
関
す
る
専
門
課
程
を
履

修
し
た
者

⑥
土
木
職

・
昭
和
55
年
４
月
２
日
以
後
出
生
し
た
者

・

平
成
27
年
７
月
27
日
現
在
、
１
級
若
し
く
は
２
級

土
木
施
工
管
理
技
士
の
資
格
を
有
す
る
者
、
又
は

そ
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者

⑦
上
級
建
築
職

・
昭
和
55
年
４
月
２
日
以
後
出
生
し
た
者

・

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学（
短
期
大
学
を
除
く
）

を
卒
業
し
た
者
、
又
は
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で

に
卒
業
見
込
み
の
者
、
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

・

大
学
等
に
お
い
て
建
築
に
関
す
る
専
門
課
程
を
履

修
し
た
者

⑧
建
築
職

・
昭
和
55
年
４
月
２
日
以
後
出
生
し
た
者

・

平
成
27
年
７
月
27
日
現
在
、
２
級
建
築
士
以
上
若

し
く
は
２
級
建
築
施
工
管
理
技
士
以
上
の
資
格
を

有
す
る
者
、
又
は
そ
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者

⑨  

保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
職
（
試
験
は
保
育
士
職

で
実
施
し
、
市
立
保
育
所
等
又
は
市
立
幼
稚
園

い
ず
れ
か
に
従
事
し
ま
す
）

・
昭
和
58
年
４
月
２
日
以
後
出
生
し
た
者

・

保
育
士
資
格
と
幼
稚
園
教
諭
免
許
の
両
方
を
有
す

る
者
、
又
は
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
取
得
見

込
み
の
者

⑩
消
防
職
Ⅰ
（
初
級
）

・
昭
和
63
年
４
月
２
日
以
後
出
生
し
た
者

・

最
終
学
歴
が
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
高
等
学
校
を

卒
業
し
た
者
、
又
は
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に

卒
業
見
込
み
の
者
、
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
の
資

格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

・

普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
有
す
る
者
、
又
は
平
成

28
年
３
月
31
日
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者
（
Ａ
Ｔ

限
定
の
免
許
取
得
者
は
除
く
）

・

視
力
（
矯
正
視
力
を
含
む
）
両
眼
で
0
・
8
以
上
、

一
眼
が
そ
れ
ぞ
れ
0
・
5
以
上
、
赤
色
・
青
色
・

黄
色
の
色
彩
の
識
別
が
可
能
で
、
聴
力
が
左
右
と

も
に
正
常
で
あ
る
者
、
そ
の
他
身
体
が
職
務
遂
行

に
支
障
の
な
い
者

⑪
消
防
職
Ⅱ
（
救
急
救
命
士
）

・
昭
和
63
年
４
月
２
日
以
後
出
生
し
た
者

・

平
成
27
年
７
月
27
日
現
在
、
救
急
救
命
士
免
許

を
有
す
る
者

・
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
有
す
る
者
、
又
は
平
成

28
年
３
月
31
日
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者
（
Ａ
Ｔ

限
定
の
免
許
取
得
者
は
除
く
）

・

視
力
（
矯
正
視
力
を
含
む
）
両
眼
で
0
・
8
以
上
、

一
眼
が
そ
れ
ぞ
れ
0
・
5
以
上
、
赤
色
・
青
色
・

黄
色
の
色
彩
の
識
別
が
可
能
で
、
聴
力
が
左
右
と

も
に
正
常
で
あ
る
者
、
そ
の
他
身
体
が
職
務
遂
行

に
支
障
の
な
い
者

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、試
験
要
項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【 

一 

次
試
験
期
日
・
場
所
】

【
期
日
】
平
成
27
年
９
月
20
日
（
日
）　

　
　
　



午
前
９
時
30
分

【
場
所
】
試
験
要
項
で
表
示
し
ま
す
。

【
試
験
科
目
（ 

一 

次
試
験
）】

・
教
養
試
験
（
全
職
種
実
施
し
ま
す
）

・

専
門
試
験　
行
政
職
Ⅰ
（
上
級
）、行
政
職
Ⅳ
（
精

神
保
健
福
祉
士
）、
上
級
土
木
職
、
土
木
職
、
上

級
建
築
職
、
建
築
職
、
保
育
士・幼
稚
園
教
諭
職
）

※
詳
細
に
つ
い
て
は
試
験
要
項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
消
防
職
体
力
テ
ス
ト（ 

一 

次
教
養
試
験
合
格
者
の
み
）】

【
期
日
】
平
成
27
年
10
月
17
日
（
土
）　



午
前
９
時
30
分

【
場
所
】
試
験
要
項
で
表
示
し
ま
す
。

【
試
験
要
項
・
試
験
申
込
書
の
配
布
及
び
受
付
】

【
期
間
】平
成
27
年
７
月
27
日（
月
）～
８
月
７
日（
金
）

土
・
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

ま
で

【
受
付
場
所
】
総
務
部
職
員
課

（
う
る
ま
市
役
所
本
庁
３
階
）

【
郵
送
で
の
試
験
要
項
請
求
に
つ
い
て
】

封
筒
の
表
に
「
試
験
要
項・申
込
書
請
求
」
と
書
き
、

返
信
用
封
筒
｛
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
封
筒
に
、
1
部
請
求

の
場
合
は
１
２
０
円
切
手
（
速
達
は
４
０
０
円
切
手
）

を
貼
っ
て
送
付
希
望
先
を
記
入
し
た
も
の
｝
を
同
封

し
て
、
下
記
あ
て
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

〒
９
０
４‐２
２
９
２

う
る
ま
市
み
ど
り
町
１‐１‐１　

う
る
ま
市
役
所
職
員
課　
あ
て

※

郵
送
に
要
す
る
往
復
日
数
を
十
分
に
考
慮
し
て
く

だ
さ
い
。


